
健
康
保
険
鳴
門
病
院
の
公
的
存
続
・
拡
充
を
求
め
る
意
見
書

国
は
、
社
会
保
険
病
院
及
び
厚
生
年
金
病
院
（
以
下
「
社
会
保
険
等
病
院
」
と
い
う
。
）
を
、
厚
生
労
働
省
所
管
の
独
立
行
政
法
人
で
あ
る

年
金
・
健
康
保
険
福
祉
施
設
整
理
機
構
（
以
下
「
Ｒ
Ｆ
Ｏ
」
と
い
う
。
）
に
譲
渡
す
る
こ
と
を
固
め
た
。
Ｒ
Ｆ
Ｏ
は
、
社
会
保
険
庁
に
お
い
て

公
的
年
金
流
用
問
題
が
噴
出
し
た
こ
と
を
受
け
、
社
会
保
険
等
病
院
な
ど
の
年
金
福
祉
施
設
の
廃
止
・
売
却
を
図
り
、
も
っ
て
、
厚
生
年
金
事

業
、
国
民
年
金
事
業
及
び
政
府
管
掌
健
康
保
険
事
業
の
適
切
な
財
政
運
営
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
機
構
で
あ
る
。

ま
た
、
社
会
保
険
等
病
院
は
、
社
会
保
険
庁
の
解
体
が
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
国
の
所
有
に
よ
る
委
託
運
営
が

困
難
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
民
間
に
売
却
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
固
定
資
産
税
な
ど
の
税
制
上
の
優
遇
措
置
が
な
く
な
る
こ
と
に
よ
り
、

病
院
経
営
が
今
以
上
に
困
難
と
な
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。
結
果
と
し
て
、
地
域
医
療
の
中
核
を
担
う
医
療
機
関
の
機
能
を
維
持
す
る
こ
と
が

困
難
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

現
在
、
健
康
保
険
鳴
門
病
院
（
以
下
「
鳴
門
病
院
」
と
い
う
。
）
は
社
会
保
険
等
病
院
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ｒ
Ｆ
Ｏ
に
譲
渡
さ
れ
て
売
却
さ

れ
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
が
、
鳴
門
病
院
は
、
鳴
門
市
に
限
定
さ
れ
ず
近
隣
市
町
村
の
医
療
の
中
核
を
担
う
医
療
機
関
で
あ
り
、
公
的
医
療
機

関
と
し
て
中
小
企
業
で
働
く
政
府
管
掌
健
康
保
険
の
被
保
険
者
並
び
に
地
域
住
民
の
医
療
及
び
保
健
予
防
の
拠
点
と
し
て
、
最
新
の
医
療
設
備

と
近
代
的
な
医
療
シ
ス
テ
ム
で
高
い
水
準
の
医
療
の
提
供
を
行
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
第
二
次
救
急
告
示
病
院
と
し
て
鳴
門
市
内
の
救
急
患
者

の
七
割
を
受
け
入
れ
、
ま
た
、
地
域
の
セ
ン
タ
ー
病
院
と
し
て
感
染
症
や
疾
病
対
策
な
ど
の
医
療
政
策
上
に
お
い
て
も
重
要
な
位
置
に
あ
る
総

合
病
院
で
あ
る
。
鳴
門
市
周
辺
地
域
で
は
、
鳴
門
病
院
を
除
き
、
こ
の
よ
う
な
高
度
医
療
を
実
現
し
て
い
る
総
合
病
院
は
な
い
。

模
範
的
医
療
の
実
践
は
リ
ス
ク
が
高
く
、
民
間
で
は
敬
遠
さ
れ
る
採
算
性
の
低
い
医
療
を
は
じ
め
、
患
者
に
安
全
で
安
心
で
き
る
医
療
は
、

公
的
医
療
機
関
に
よ
っ
て
実
現
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も
、
鳴
門
病
院
が
徳
島
県
北
部
で
唯
一
の
公
的
医
療
機
関
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

地
域
住
民
は
医
療
に
不
安
を
持
た
ず
生
活
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

昨
今
の
医
師
不
足
が
深
刻
化
し
て
い
る
状
況
で
、
超
高
齢
化
社
会
に
お
け
る
医
療
水
準
の
低
下
に
危
惧
を
抱
く
住
民
が
増
え
て
い
る
が
、
総

合
医
療
施
設
の
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
こ
と
は
、
地
域
医
療
の
維
持
に
対
す
る
脅
威
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
国
に
お
い
て
は
、
民
間
医
療
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
地
域
医
療
を
充
実
し
て
い
く
た
め
に
、
鳴
門
病
院
を
公
的
医
療
機
関
と
し
て

存
続
さ
せ
る
こ
と
を
強
く
要
望
す
る
。

右
、
地
方
自
治
法
第
九
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
を
提
出
す
る
。

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

鳴

門

市

議

会


